
第１項

第１款 　下水道事業費用

営業費用

19,447,056千円

17,814,684千円

　本的支出額に対し不足する額 8,369,365千円は、過年度分損益勘定留保資金 4,336,672千円、

　整額 874,200千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する｡

令和７年度熊本市下水道事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和７年度熊本市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科　　　目) (計)

支          出

(補正前の額)

議 第 259 号

令 和 7 年 11 月 28 日 提出

17,848,115千円

19,480,583千円

(補正額)

23,529,575千円

33,527千円

33,431千円

　

　並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 874,200千円」を「資本的収入額が資

　円は、過年度分損益勘定留保資金 4,336,672千円、当年度分損益勘定留保資金 3,145,304千円

96千円第３項 特別損失 17,100千円

（資本的収入及び支出の補正）

第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8,356,176千

17,196千円

第１項

23,516,386千円

10,992,022千円

第１款　資本的支出

建設改良費 13,189千円

13,189千円

11,005,211千円

(計)(科　　　目)

支          出

(補正額)(補正前の額)

　当年度分損益勘定留保資金 3,158,493千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
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第４条　予算第５条で定めた債務負担行為の事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

（追加分）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第５条　予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する｡

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

(1)　職員給与費 1,352,750千円 46,620千円 1,399,370千円

下水道処理施設保全及び運転管理業務経費 令和7年度～令和8年度 288,500

下水道資材等価格調査業務委託 令和7年度～令和8年度 26,500

（債務負担行為の補正）

（単位:千円）

事          項 期        間 限度額

下水道賠償責任保険 令和7年度～令和8年度 1,800

浄化センター水質等分析業務委託 令和7年度～令和8年度 16,500

熊　本　市　長     大　西　一　史　　
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